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2014年の都市再生特別措置法の改正により，コンパクトシティの実現に向け，日本各地で立地適正化計

画の策定が行われている．一方で，立地適正化計画には非集約エリアに対する強制力が存在しないことか

ら，適切に誘導が行われるかについて懸念も存在する．そこで本研究では，栃木県宇都宮市を対象に，大

規模食料品店に着目し，これまでの都市機能誘導区域内外における立地・撤退の動向と商圏人口の推移を

把握する．これにより，設定された都市機能誘導区域の適性を検討することを本研究の目的とする．分析

により食料品店では，2000年以降都市機能誘導区域からの撤退が起きていないことや，比較的大規模な店

舗が立地していることが明らかとなった．また，都市機能誘導区域の商圏が拡大しており，特に市の東側

で顕著であることを示した．  
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1. はじめに 

 

(1) 研究背景と目的 

わが国では，2000年に大規模小売店舗立地法1）（以下，

大店立地法）が施行され，大規模小売店舗の立地に際し

ては，地域の生活環境の保持という視点から評価が行わ

れることとなった．同法の施行により，それまで商業調

整機能の役割を果たしていた大規模小売店舗法は廃止さ

れ，その結果，全国の地方都市では大規模小売店舗の郊

外立地が相次いだ．これにより，中心市街地の衰退や土

地利用の低密なスプロール化など，多くの問題が顕在化

している． 

 一方，2050 年の将来人口は 9700 万人まで減少すると

推計されており，これまで低密に広がった都市の急激な

縮退により，新たな都市問題の発生が懸念されている．

この状況を改善するための都市形態として，コンパクト

シティが注目を集めている．2014年には都市再生特別措

置法が改正され，日本各地でコンパクトシティの実現に

向け「立地適正化計画2）」の策定が行われた．2016年12

月末日現在で 309団体もの自治体が立地適正化に向けて，

具体的な取り組みを行っている． 

 立地適正化計画では，「都市機能誘導区域」や「居住

誘導区域」を集約エリアとして定め，立地コストを軽減

する誘導施策により，医療・福祉・商業などの都市機能

や居住の集約を計るとしている．しかし，都市機能や居

住の縮退が起こる非集約エリアに対する強制力は存在し

ないことから，適切に誘導が行われるか否かについては

懸念も存在する．加えて，立地適正化計画において，非

集約エリアについてはほとんど触れられておらず，計画

策定段階で不明瞭な点が多い．特に，市場理論によって

立地・撤退が起こる商業施設は，誘導施策によるコント

ロールが困難であると考えられる． 

 そこで，本研究では，特に日常生活に欠かせない食料

品店に着目し，立地適正化計画を視野に，非集約エリア

にまで拡散した大規模小売店舗の立地・撤退動向を把握

する．また，都市機能誘導区域に立地する大規模小売店

舗の商圏人口を推計する．本研究の目的は，これらの大

規模小売店舗の立地動向と商圏人口の推移から，都市機

能誘導区域の適性を検討することにある． 

 

(2) 既存研究と本研究の位置づけ 

大規模小売店舗の立地問題は，都市計画における大き

な課題である．モータリゼーションの進展とそれに伴う

大規模小売店舗の郊外立地，中心市街地の衰退は地方都
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市共通の課題であり，この現状を分析した多くの研究事

例がある．例えば瀬口ら 1）は，愛知県 29 市を対象に行

った研究で，ロードサイドショップは住居系，工業系の

用途地域に立地する傾向があり，土地利用計画と必ずし

も一致しないことを指摘している．また遠藤ら2）や室町

ら3）は，大規模小売店舗の立地動向を経年的に分析し，

その立地要因や既存商店街への影響を分析している． 

大規模小売店舗の立地に対しては立地制御の必要性が

指摘されており，2000年の大店立地法施行後は，既存の

土地利用規制制度や大店立地法による立地制御に関する

研究が数多くなされた．例えば，阿部ら4）は大店立地法

に基づく届出案件に関して，運用にあたる県へのアンケ

ート調査により出店や指針遵守の状況を分析した．また， 

吉武ら5）は，宮崎県宮崎市を対象に，市街化調整区域内

での大型ショッピングセンターの立地許可に至る経緯を

整理するとともに，総合計画審議会を中心とした都市計

画に関わる各種審議会や審査会と行政事務局の関係性に

着目し，今後の審議のあり方について考察している． 

 大規模小売店舗の立地と並び，近年ではその撤退を扱

った研究もいくつか見られる．井上ら 6）は，全国の 694

の市区を対象にアンケート調査を行い，大規模小売店舗

の撤退について，その特徴や行政の対応について分析を

行っている．結果として，撤退に対して行政は事後対応

や無対応が多いことを指摘している．  

 一方，モデルの構築により，大規模小売店舗の立地や

撤退について分析した研究も見られる．集客人口の算出

モデルを構築した研究として，金子ら7）は沖縄県中部地

域を対象として，改良ハフモデルの構築により，大規模

小売店舗が立地した際の集客人口や集客分布の傾向を定

量的に示している．讃岐 8）らは，Hotellingに代表される

商圏分割型やHuffに代表される空間相互作用モデルの論

理を再構築しながら，距離という要素のみで説明を行う

集客ポテンシャルモデルの構築を行った．  

大規模小売店舗の撤退モデルの構築を行った研究とし

て，讃岐ら9）は，前述の讃岐ら8）の選択配分モデルの適

用による，撤退モデルの構築を行った．また岩手県の花

巻市，北上市，奥州市，一関市の家電量販店を対象とし

てモデルの適用を行い，その妥当性について考察を行っ

た．また，関口ら 10）は，フードデザート問題解決を視

野に，撤退時期の予測を含む，食料品店の撤退モデル構

築を行った．またこのモデルを群馬県，栃木県，茨城県

に適用することでモデルの妥当性について考察を行った． 

 以上のように，大規模小売店舗に関連する研究は，現

状分析や土地利用規制による立地制御の効果について分

析したもの，モデルの構築によりその立地・撤退の予測

を試みたものまで多岐にわたる．また，近年では，特に

撤退に着目した研究もいくつか見られた．しかし，近年

策定された立地適正化計画を視野に，特に非集約エリア

の大規模小売店舗に着目した研究は見られず，設定され

た都市機能誘導区域の適性に関して考察を行うことは，

有益であると考える．本研究はこの点において新規性を

有すると考える． 

 

 

2. 大店立地法における廃止届け出に関する課題 

 

前述の大店立地法により，1,000m2を超える店舗を新

増設する者は，同法第5条において，事前に都道府県・

政令指定都市に届出をすることが必要とされている．こ

こでは，届出の他に，周辺住民への説明会や，大規模小

売店舗立地審議会の開催，出店者による自主的対応策の

提示など数々の手続きが存在し，出店可能時期も含め，

各段階の手続きに対して，その時期も規定が設けられて

いる． 

一方，大規模小売店舗の撤退に関する法的手続きとし

ては，同法第6条5項の中で，店舗面積を基準面積（1,000

m2）以下にするものに対して，届出を提出するように

定められている．しかし，新増設の届出と異なり，廃止

の届出には明確な届出時期の規定は存在せず，事前に都

道府県や住民と協議を行う手続きも設けられていない．

また，店舗面積を1,000m2以下にするということ以外，

撤退に明確な定義も存在していない．このため，テナン

トが閉店しても，休業中とされた店舗，居抜きで別のテ

ナントが開店した店舗，空き店舗の活用を検討中である

店舗などでは，届出の提出がなされていない場合がある

のが現状である．更には，届出の提出以外に，都道府県

に対する手続きの場が設けられていないことから，明確

な廃止であるにもかかわらず，届出を提出していない店

舗も存在する．これらの原因により，大店立地法の届出

のみでは，撤退した大規模小売店舗の情報を正確に把握

するのは困難な状況である． 

例として，本研究で対象都市とする宇都宮市がある，

栃木県を取り上げる．栃木県経営支援課より入手した，

大店立地法の届出に関する台帳（2014年6月までのデー

タを収録）によると，2000年11月から2014年6月までに

廃止届出が提出されたのは29件である．一方，東洋経済

大型小売店舗データ11）（2000年以降の撤退店舗を収録）

より，店舗面積が1,000m2以上の店舗で，ほぼ同時期の2

000年以降，2014年9月までに栃木県において撤退したと

される店舗の数は145件とされており，撤退店舗の数が

大幅に異なっている．東洋経済大型小売店データでは，

撤退店舗の特定方法について「大店立地法に基づく官公

庁への廃止届出，および流通各社の公表情報等により，

完全に商業施設としての機能を廃したことが確認できた

場合」としており，大店立地法の届出以外からも情報を

取得していることが，収録データが多い要因であると考
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えられる．しかし，東洋経済大型小売店データにおいて

も，具体的な撤退の年月日に関しては145店舗のうち100

店舗が不明とされており，これらのデータを活用しても，

正確な撤退時期までは把握できないのが現状である． 

以上のことを踏まえ，本研究では，撤退した店舗のデ

ータを，大店立地法の届出ではなく，各年で店舗の立地

状況が整理されている日本スーパー名鑑データ12）より，

後述の方法で整理する．これにより，時間軸上の単時点

ではあるが，正確な撤退店舗数の把握を試みた．この点

も本研究の特徴である． 

 

 

3. 宇都宮市の立地適正化計画策定状況 

 

(1) 宇都宮市の立地適正化計画の概要 

本研究では、栃木県宇都宮市を対象地域する．宇都宮

市は，人口減少や高齢化，大規模小売店舗の郊外立地と

それに起因する中心市街地の衰退といった地方都市にお

ける共通の課題を抱えている．宇都宮市は，この課題解

決に向け，2017年3月に立地適正化計画の策定を行た． 

 同市は，立地適正化計画の策定趣旨・目的を「ネット

ワーク型コンパクトシティを具体化するため，居住や都

市機能の立地誘導に係る取組を位置づけ推進する」とし

ている．目標年次は概ね 20 年先（2037 年）であり，合

わせて 2050 年を見据えた計画であると定めている．計

画の範囲は宇都宮市全域であり，誘導区域の設定の対象

は市街化区域である．2017年 3月時点で，都市機能誘導

区域の具体的なエリアが決定しており，居住誘導区域に

関しても 2018 年末までに具体的なエリアを決定する計

画となっている． 

 

(2) 都市機能誘導区域の設定について 

 宇都宮市は，立地適正化計画において「誘導施設は都

市機能誘導区域内に立地誘導すべき都市機能増進施設で

あり，都市機能誘導区域ごとに必要な施設（医療・福

祉・子育て支援・商業）を定める」としている．また，

誘導施設の設定にあたっては，都市機能を「高次都市機

能」，「身近な都市機能」，「少子・高齢社会に対応し

た都市機能」の3つに区分し，それぞれに対象施設の設

定を行っている．本研究で着目する大規模小売店舗は

「高次都市機能」及び「身近な都市機能」に該当する．

表-1に，本研究で着目する大規模小売店舗に関する，誘

導施設の対象一覧を示す．表-1より，宇都宮市は誘導施

設として，店舗面積1,000m2以上のスーパー（生鮮食品

を扱うもの）を定めている．このことから，本研究では

大規模小売店舗の業態として，特に店舗面積が1,000m2

以上の大型食料品店（以下，食料品店）を対象として分

析を行う． 

表-1 対象となる誘導施設 

 

 

 

4. 都市機能誘導区域における食料品店の立地・

撤退動向 

 

(1) 使用データ 

本研究では，国勢調査の人口データがあることから，

2000年，2005年，2010年を対象年次とする．人口データ

は国勢調査の4次メッシュ（500m×500m）人口データか

ら，対象年次における食料品店のデータは，それぞれ

2001年版，2007年版，2013年版の日本スーパー名鑑デー

タより入手した．  

 食料品店の立地・撤退状況の整理は以下の手順で行っ

た．まず，2001年，2007年，2013年版の日本スーパー名

鑑データより，開店年月をもとに，2000年，2005年，

2010年の食料品店のリストの作成を行う．次に，前年次

のリストと比較し，追加された店舗を新規立地，削除さ

れた店舗を撤退店舗とし（2000年次には新規立地，撤退

がないとする），これを過去5年間の間に撤退した店舗

として整理した． 

 また，本研究における，食料品店の定義は日本スーパ

ー名鑑ポイントデータ記載された業態分類のうち，食料

品店に属する，スーパーマーケット，GMS（7000m2以

上），生協，ディスカウントストア（生鮮を扱っている

も店），その他に分類された店舗とした．  

 

(2) 店舗数・売場面積の比較 

 前節で整理した，食料品店のデータをもとに，都市機

能誘導区域に指定されたエリアと都市機能誘導区域外に

おける，これまでの食料品店の立地状況の推移を概観す

る．表-2，表-3に，都市機能誘導区域内外の，店舗数及

び売場面積の推移を示す．表より，宇都宮市では，2000

年から，2010年にかけて店舗数，売場面積ともに増加傾

向にあることがわかる． 

都市機能誘導区域を見ると，立地している食料品店の

割合は，店舗数で24.3%から27.5%，売場面積では43.1%

から46.2%である．都市機能誘導区域に指定されたエリ

アには，全体の25%程度の店舗しか立地していないもの

の，売場面積が占める割合は全体の45%程度であり，比

較的大規模な食料品店が立地している傾向がわかる．ま
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た，経年的に，都市機能誘導区域の店舗数，売場面積の

割合が増加していることも見て取れる． 

 

表-2 店舗数の推移 

 

 

表-3 売場面積の推移 

 

 

(3) 新規立地・撤退の動向  

 次に，2000年から2005年，2005年から2010年の期間に

おける，食料品店の新規立地・撤退の動向を概観する．

表-3と表-4に，各期間において，新規立地・撤退した食

料品店の店舗数と売場面積を示す．都市機能誘導区域外

を見ると，2000年から2005年にかけては，14店舗，売り

場面積としては，85,837m2の食料品店が新規に立地して

いる．これは，2000年時点の都市機能誘導区域外の食料

品店の総売り場面積77,041m2を上回る面積であり，2000

年の大店立地法の施行以降，急激に食料品店が増加した

様子がわかる．一方で，10店舗，売り場面積では

44,002m2の店舗が撤退しており，競合が激しい様子が見

て取れる．2005年から2010年にかけては，新規立地数が

7店舗と半数以下となり，売場面積では11,959m2と，約

14%にまで減少している．これは，2006年5月に成立し

た改正都市計画法により，10,000m2を超える大規模小売

店舗の立地が制限されたことが原因と考えられる． 

 これに対して都市機能誘導区域では，2000年から2005

年では全体の30.0%である6店舗，2005年から2010年にか

けては全体の12.5%である1店舗が新規に立地するのみで

ある．しかし，いずれの期間においても都市機能誘導区

域から撤退した店舗はなく注1），食料品店に関しては，

中心市街地からの撤退が起きていないことが見て取れる． 

 

表-4 新規立地・撤退店舗の店舗数 

 

 

表-5 新規立地・撤退店舗の売り場面積 

 

 

 

5. 都市機能誘導区域における商圏人口の推移 

 

(1) 商圏人口の推計方法 

 本研究では，商業立地の分野で一般的に活用されてい

るハフモデルを使用して，商圏人口の推計を行う．ハフ

モデルとは「あるエリアに住む消費者が，ある店舗を選

択する確率は，商業店舗の売場面積に比例し，店舗まで

の距離に反比例する」という考えに基づいている．また，

ハフモデルにおいて，距離抵抗は地理的条件，交通条件

などによって変化することから，汎用性を持たせるため，

距離抵抗を2とする修正ハフモデルが日本においては一

般的に採用されている．本研究でも，この修正ハフモデ

ルを使用することとする．ハフモデルは以下の（1）式

で表される．各店舗の商圏人口は，ハフモデルによって

算出される，メッシュ𝑖における，店舗𝑗の選択率𝑝𝑖𝑗に

メッシュ𝑖の人口を乗じ，各メッシュにおける商圏人口

を，店舗ごとに合計することでで算出する． 

 

𝑃𝑖𝑗 =

𝑆𝑗

𝐷𝑖𝑗
𝛽

∑
𝑆𝑗

𝐷𝑖𝑗
𝛽𝑗  

 

商圏人口の推計は，4章で整理した食料品店データを

もとに，2000年，2005年，2010年の3時点で行う．ここ

ではまず，商圏人口の推移を，都市機能誘導区域の内外

で比較する．具体的には，店舗ごとに求めた商圏人口を，

都市機能誘導区域に立地する店舗と都市機能誘導区域外

に立地する店舗に分けて合計し，その比較を行う．さら

に，都市機能誘導区域に立地する店舗の商圏人口が占め

る割合をメッシュ単位で算出し，分布をGISで示す．  

推計において，メッシュ人口は国勢調査より得た4次

メッシュ人口を用いる．人口は各メッシュの重心に存在

すると仮定している．また，各メッシュから各店舗まで

の距離は，道路ネットワークに沿った移動を取り扱う． 

 

(2) 人口分布の比較 

 まず，宇都宮市の人口の推移を，都市機能誘導区域の

内外で比較する．（表-6参照）これより，宇都宮市の人

口は，2000年から2010年にかけて，都市機能誘導区域の

(1) 
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内外で増加傾向にあることがわかる．宇都宮市全体に対

する，都市機能誘導区域の人口割合は，各年とも17.5%

程度でほぼ一定であった．都市機能誘導区域の内外とい

う区分では，人口分布に変動はあまりないことがわかる． 

  

表-6 人口の推移 

 

 

(3) 商圏人口の比較 

 次に，ハフモデルによって算出した，商圏人口の推移

を都市機能誘導区域の内外で比較する．ここで示してい

るのは，算出した各食料品店の商圏人口を，都市機能誘

導区域の内外でそれぞれ合計した値である．（表-7参照）

これより，都市機能誘導区域に立地する食料品店の商圏

人口の合計は，全体に対して41.0%から48.5%であり，経

年的に増加していることがわかる．表-6より，都市機能

誘導区域の人口は全体の17.5%程度であり，食料品店に

関しては，都市機能誘導区域の店舗が，都市機能誘導区

域外からも多くの集客を得ていることを示唆している．

しかし，今回の推計では，各メッシュから店舗までの距

離は，道路ネットワークに沿って算出したのみである．

今後は，実際の交通状況を反映し，所要時間を考慮した

算出をすることが課題である． 

 

(4) 都市機能誘導区域に立地する店舗の商圏分布 

 図-1に，都市機能誘導区域に立地する食料品店の商圏

人口が，全体に占める割合をメッシュ単位で示す．白抜

きのメッシュは，人口が存在しないメッシュである．ま

た，図中の黒枠と水色の透過で表した範囲は，都市機能

誘導区域を示している．青丸は，食料品店の立地場所で

ある．図-1より，2000年から2010年にかけて，都市機能

誘導区域に立地する食料品店の商圏が拡大していること

がわかる．特に，市の東側で商圏人口の割合が増加して

おり，2000年以降，東側で開発が進んでいることが見て

取れる．表-3より，2000年から2005年にかけては，都市

機能誘導区域の売場場面積が占める割合は，43.3%から

43.1%と若干減少している．一方で，商圏人口が占める

割合が増加しているメッシュが多く存在している．これ

は，都市機能誘導区域に新規立地した，黒丸で囲った食

料品店の影響であると考えられる．黒丸で囲った食料品

店のうち，市の中心部立地した店舗は，売場面積が

10,000m2以上あり，もうひとつの店舗は，食料品店の空

白地帯に立地している．これらの店舗により，商圏が大

きく拡大したと考えられる． 

 

表-7 商圏人口の推移 

 

 

 

6. おわりに 

 

本研究では，宇都宮市を対象に，立地適正化計画にお

いて都市機能誘導区域に指定されたエリアにおける，こ

れまでの食料品店の立地・撤退動向の把握を行った．ま

 
図-1 都市機能誘導区域に立地する食料品店の商圏人口割合の分布 

2000年 2005年 2010年

食料品店
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た，ハフモデルにより，都市機能誘導区域に立地してい

る店舗の商圏人口を推計した．結果として，都市機能誘

導区域に指定されたエリアには，比較的大規模な店舗が

立地していることや，食料品店では，都市機能誘導区域

に指定されたエリアからの撤退はなく，売場面積の割合

も増加傾向にあることが明らかとなった．以上より，都

市機能誘導区域に指定されたエリアは，食料品店の立地

動向という視点において，店舗が集約されている傾向で

あると考えられる．さらに，商圏人口の推計からは，経

年的に，都市機能誘導区域の商圏人口が拡大しており，

特に市の東側でその傾向が顕著であることを示した．都

市機能誘導区域に指定されたエリアは，経年的に集客力

が増加していることが示唆された． 

 本研究では，身近な都市機能を有するとして，立地適

正化計画において誘導対象である食料品店に着目した．

しかし，都市機能誘導区域への誘導は，食料品店だけで

なく，広域の集客力を持つ百貨店や，専門店も対象とさ

れる．今後は様々な業態の立地・撤退動向を分析し，都

市機能誘導区域の適性を検討する必要がある．また， 

商圏人口の推計ではハフモデルを用いたが，ハフモデル

が実際の商圏をどの程度正確に表しているかについては，

詳細な検証が必要である．今後は，他の推計手法の検討

や，実データの入手による分析が必要であると考える．

これにより，店舗の立地・撤退要因を定量的に分析し，

人口分布や土地利用，交通と関連付けた，大規模小売店

舗の誘導可能性について検討を行いたい． 

 

補注 

注1) 2000年から2005年にかけては，都市機能誘導区域に指定

されたエリアにおいて2店舗の撤退を確認した．しかし，

いずれも同様の営業主体が，同様の店舗名で再出店した

ため，戦略的な施設配置とみなし，分析から除外した． 
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A STUDY ON POPULATION OF MARKET AREA AND  

LOCATION TRENDS OF LARGE-SCALE GROCERY STORES FOCUSING ON 

URBAN INDUCTION ZONES 

 

Shuhei ASANO and Akinori MORIMOTO 

 
Upon the amendment of Act on Special Measures concerning Urban Reconstruction in 2014, Site Location Opti-

mization Plan aiming to actualize compact cities are being formalized in various parts of Japan. In this, the perti-

nence of Site Location Optimization Plan is of concern as the project is not completely enforced. Therefore, this 

research focuses on a large scale grocery stores within Utsunomiya city of Tochigi Prefecture to grasp the trend of 

location, withdrawal of stores within and outside the Urban Function Induction Zones, and transition of the market 

area population. Thus, this study aims to examine the suitability of the designated Urban Function Induction Zones. 

Here, the analysis outlined that the withdrawals of grocery stores from the Urban Function Induction Zones have 

not occurred since 2000 and demonstrated that relatively large stores are located within these areas. Moreover, it is 

seen that the market area of the Urban Function Induction Zones is expanding, in particular on the east side of the 

city. 
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